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別記第１号様式（第７関係） 

会  議  録 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和 4 年度 豊島区収納対策本部 第 2 回税・保険料部会 

事務局（担当課） 区民部収納推進担当課長 

開   催   日   時 令和 4 年 6 月 22 日（金）午前 9 時 ～9 時 45 分 

開 催 場 所 802 会議室 

議      題 

１．令和 4年度 収納対策本部資料について 

２．その他 

公開の

可否 

会  議 

□公開 ■非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

極めて専門的かつ内部的な内容を含み、行政情報公開条例第 7 条 

第 6 号に該当するため 

会 議 録 

□公開 □非公開 ■一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

極めて専門的かつ内部的な内容を含み、行政情報公開条例第 7 条 

第 6 号に該当するため 

出席者 

委 員 
区民部長、保健福祉部長、税務課長（収納推進担当課長）、国民健康

保険課長、高齢者医療年金課長心得、介護保険課長 

そ の 他  

事 務 局 区民部収納推進担当課長 

提出された資料 

資料 1 令和 3年度 税・保険料の収納率の状況について（決算値・過去

３か年の比較） 

資料 2 23区の収納率と順位（令和 2年度・令和 3年度） 

資料 3 税・保険料の収納率の状況について 

資料 4 令和 4年度 収納推進基本方針 柱立（案） 
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審 議 経 過 

 

案件１：令和 4年度 収納対策本部の資料について 

（１） 案件の説明 

資料 1 は、税・保険料の収納状況の決算値の 3 か年分。収納率と順位の表のため、

税務課の区民税歳入額についてのコメントは変更する。 

資料 2 は、23 区の収納率順位の資料。7 月中旬から下旬に数値が出た後、作成する。 

資料 3 は、収納状況の資料。各課長より要点を説明。 

資料 4 は、今年度の方針の柱立（案） 

 

（２） 主な意見と質疑 

 

 【部会長】 

 資料 1 を見ると、後期高齢者医療保険料の滞納繰越分の収納率が 10 ポイント近く下

がっている。その要因は何か。また、収納率の増減要因は記述したほうがよい。 

 

【高齢者医療年金課長心得】 

 現年分は、これまで同様の収納率を維持できている一方、滞納繰越分は、コロナ禍

のために滞納者との接触の機会を抑えてきた。分析の途中だが、現時点で滞納となっ

ているものは回収困難ケースが多く含まれていると考える。 

 

【国民健康保険課長】 

 収納率向上の要因等は、資料 3 の項番 1 に記述している。 

 

【部会長】 

 資料 3 について。各課で滞納者の性質や対策は異なるので、取り組み内容や収納手

段別の実績など、載せる内容にも違いがあるのか。 

 

【高齢者医療年金課長心得】 

 例としてキャッシュレス決済など、現時点では収納手段が４課で揃っていないが、

当課でも今年度中に導入するので、それ以降は収納手段別の割合を 4 課とも載せられ

る。 

資料 3 の作り方について。これまで「順位」が折れ線グラフ、「収納率」が吹き出し

で差し込まれているが、逆のほうがよいのではないか。 

 

【保健福祉部長】 

 作り手の意図だけでなく、資料を見る方がどちらに大きく関心を寄せているかであ

り、これまで通りの方がいいと思う。 
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【部会長】 

 これから出揃う順位を見た上で、折れ線が大きく上下して見づらくなければ、この

ままのほうがよいと考える。 

 

【事務局】 

 資料 4 の項番 5、生活困難者への配慮について。「自立相談支援事業を活用した生活

状況改善に向けた支援の実施」に記載を変更する。 

一同了承 

 

案件２：その他 

  【事務局】 

   次回の開催日程を 7 月 19 日（火）とし、各課担当へ事務局から連絡する。 


